
独立行政法人日本スポーツ振興センター公示 投第１６２号

　スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則（平成１０年文部省令第３９号）第

３条第１項及び第２項の規定に基づき、次のとおり試合を指定しましたので、同条第３

項の規定に基づき、公示します。

平成２６年５月７日

 　　　独立行政法人日本スポーツ振興センター

     　理　事　長 　 河　野 　一　郎

　１　スポーツ振興投票の名称

　 　 別紙１～３のとおり

　２　スポーツ振興投票券の発売期間

　 　 別紙１～３のとおり

　３　業務を委託する金融機関の名称及び所在地

　（１）楽天銀行株式会社

　　　　東京都品川区東品川４丁目１２番３号

　　　　（ただし、インターネット販売に限る。）

　（２）株式会社ジャパンネット銀行

　　　　東京都新宿区西新宿２丁目１番１号

　　　　（ただし、インターネット販売に限る。）

　（３）株式会社三井住友銀行

　　　　東京都千代田区丸の内１丁目１番２号

　　　　（ただし、インターネット販売に限る。）

　４　合致の割合の種類

　 　 別紙４のとおり

　５　特定指定試合を実施する期日又は期間

　 　 別紙１～３のとおり

　６　試合当たり投票種類数

　 　 別紙４のとおり

　７　特定指定試合で対戦するサッカーチーム名

　 　 別紙１～３のとおり

　８　合致の割合の算式において本センターが定める率

　 　 別紙４のとおり

　９　１等の払戻金の最高限度額について本センターが定める金額

　 　 別紙４のとおり

　１０　その他

　　　発売及び払戻しは全国

スポーツ振興くじ（第７００回～第７０２回）の試合の指定の公示



別紙　１－（１）

　・スポーツ振興投票の名称
　　第７００回スポーツ振興くじ

　・スポーツ振興投票券の発売期間
　　（１）ＢＩＧ（ビッグ）
　　　　平成２６年６月７日（土）～同年６月１４日（土）

　　（２）ＢＩＧ１０００（ビッグセン）
　　　　平成２６年６月７日（土）～同年６月１４日（土）

　　（３）ｍｉｎｉ ＢＩＧ（ミニビッグ）
　　　　平成２６年６月７日（土）～同年６月１４日（土）

　　（４）ｔｏｔｏ（トト）
　　　　平成２６年５月３１日（土）～同年６月１４日（土）

　　（５）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ Ａ組 （ミニトト エイクミ）
　　　　平成２６年５月３１日（土）～同年６月１４日（土）

　　（６）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ Ｂ組 （ミニトト ビークミ）
　　　　平成２６年５月３１日（土）～同年６月１４日（土）

　　（７）ｔｏｔｏＧＯＡＬ３（トトゴールスリー）
　　　　平成２６年５月３１日（土）～同年６月１４日（土）

　・特定指定試合を実施する期日又は期間
　　平成２６年６月１５日（日）～同年６月１９日（木）

　・特定指定試合で対戦するサッカーチーム名
　　（１）ＢＩＧ
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.①～⑭のサッカーチーム

　　（２）ＢＩＧ１０００
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.①～⑪のサッカーチーム

　　（３）ｍｉｎｉ ＢＩＧ
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.①～⑥及び⑧～⑩のサッカーチーム

　　（４）ｔｏｔｏ
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.①～⑬のサッカーチーム

　　（５）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ　Ａ組
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.①～⑤のサッカーチーム

　　（６）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ　Ｂ組
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.⑥～⑩のサッカーチーム

　　（７）ｔｏｔｏＧＯＡＬ３
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.①～③のサッカーチーム

第７００回 



別紙　１－（２）

〔開催日〕 〔試合№〕 〔ホームチーム〕 〔アウェイチーム〕
イングランド イタリア
（イング） （イタリ）
コートジボワール 日本
（コート） （日　本）
ドイツ ポルトガル
（ドイツ） （ポルト）
オーストラリア オランダ
（オース） （オラン）
スペイン チリ
（スペイ） （チ　リ）
コロンビア ギリシャ
（コロン） （ギリシ）
アルゼンチン ボスニア・ヘルツェゴビナ
（アルゼ） （ボスニ）
ガーナ 米国
（ガーナ） （米　国）
ブラジル メキシコ
（ブラジ） （メキシ）
ロシア 韓国
（ロシア） （韓　国）
ウルグアイ コスタリカ
（ウルグ） （コスタ）
スイス エクアドル
（スイス） （エクア）
フランス ホンジュラス
（フラン） （ホンジ）
ベルギー アルジェリア
（ベルギ） （アルジ）

6/15 ①

6/15 ②

6/17 ③

6/19 ④

6/19 ⑤

6/15 ⑥

6/16 ⑦

6/17 ⑧

6/18 ⑨

6/16 ⑬

6/18 ⑭

6/18 ⑩

6/15 ⑪

6/16 ⑫

第７００回 



別紙　２

　・スポーツ振興投票の名称
　　第７０１回スポーツ振興くじ

　・スポーツ振興投票券の発売期間
　　平成２６年６月１日（日）～同年６月１４日（土）

　・特定指定試合を実施する期日又は期間
　　平成２６年６月１５日（日）～同年６月２５日（水）

　・特定指定試合で対戦するサッカーチーム名
　　（１）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ　Ａ組
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.①～⑤のサッカーチーム

　　（２）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ　Ｂ組
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.⑥～⑩のサッカーチーム

　　（３）ｔｏｔｏＧＯＡＬ３
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.②～④のサッカーチーム

〔開催日〕 〔試合№〕 〔ホームチーム〕 〔アウェイチーム〕
コロンビア ギリシャ
（コロン） （ギリシ）
コートジボワール 日本
（コート） （日　本）
日本 ギリシャ 　
（日　本） （ギリシ）
日本 コロンビア
（日　本） （コロン）
ギリシャ コートジボワール
（ギリシ） （コート）
ウルグアイ コスタリカ
（ウルグ） （コスタ）
イングランド イタリア
（イング） （イタリ）
ウルグアイ イングランド
（ウルグ） （イング）
イタリア ウルグアイ
（イタリ） （ウルグ）
コスタリカ イングランド
（コスタ） （イング）

6/15 ⑦

6/20 ⑧

6/25 ⑩

6/25 ⑨

6/25 ④

6/25 ⑤

6/15 ⑥

6/15 ①

6/15 ②

6/20 ③

第７０１回 



別紙　３－（１）

　・スポーツ振興投票の名称
　　第７０２回スポーツ振興くじ

　・スポーツ振興投票券の発売期間
　　（１）ＢＩＧ（ビッグ）
　　　　平成２６年６月１４日（土）～同年６月２１日（土）

　　（２）ＢＩＧ１０００（ビッグセン）
　　　　平成２６年６月１４日（土）～同年６月２１日（土）

　　（３）ｍｉｎｉ ＢＩＧ（ミニビッグ）
　　　　平成２６年６月１４日（土）～同年６月２１日（土）

　　（４）ｔｏｔｏ（トト）
　　　　平成２６年６月８日（日）～同年６月２１日（土）

　　（５）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ Ａ組 （ミニトト エイクミ）
　　　　平成２６年６月８日（日）～同年６月２１日（土）

　　（６）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ Ｂ組 （ミニトト ビークミ）
　　　　平成２６年６月８日（日）～同年６月２１日（土）

　　（７）ｔｏｔｏＧＯＡＬ３（トトゴールスリー）
　　　　平成２６年６月８日（日）～同年６月２１日（土）

　・特定指定試合を実施する期日又は期間
　　平成２６年６月２２日（日）～同年６月２５日（水）

　・特定指定試合で対戦するサッカーチーム名
　　（１）ＢＩＧ
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.①～⑭のサッカーチーム

　　（２）ＢＩＧ１０００
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.①～⑪のサッカーチーム

　　（３）ｍｉｎｉ ＢＩＧ
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.①～⑤及び⑦～⑩のサッカーチーム

　　（４）ｔｏｔｏ
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.①～⑬のサッカーチーム

　　（５）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ　Ａ組
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.①～⑤のサッカーチーム

　　（６）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ　Ｂ組
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.⑥～⑩のサッカーチーム

　　（７）ｔｏｔｏＧＯＡＬ３
　　　　以下の対象試合のうち、試合No.①、④及び⑤のサッカーチーム

第７０２回 



別紙　３－（２）

〔開催日〕 〔試合№〕 〔ホームチーム〕 〔アウェイチーム〕
ドイツ ガーナ
（ドイツ） （ガーナ）
韓国 アルジェリア
（韓　国） （アルジ）
オランダ チリ
（オラン） （チ　リ）
イタリア ウルグアイ
（イタリ） （ウルグ）
日本 コロンビア
（日　本） （コロン）
ナイジェリア ボスニア・ヘルツェゴビナ
（ナイジ） （ボスニ）
ベルギー ロシア
（ベルギ） （ロシア）
米国 ポルトガル
（米　国） （ポルト）
カメルーン ブラジル
（カメル） （ブラジ）
ギリシャ コートジボワール
（ギリシ） （コート）
オーストラリア スペイン
（オース） （スペイ）
クロアチア メキシコ
（クロア） （メキシ）
コスタリカ イングランド
（コスタ） （イング）
アルゼンチン イラン
（アルゼ） （イラン）

6/25 ⑬

6/22 ⑭

6/25 ⑩

6/24 ⑪

6/24 ⑫

6/23 ⑦

6/23 ⑧

6/24 ⑨

6/25 ④

6/25 ⑤

6/22 ⑥

6/22 ①

6/23 ②

6/24 ③

第７０２回 



別紙　４－（１）

　・合致の割合の種類
　　開催された特定指定試合に対するそれぞれの投票とその特定指定試合の結果が合致した数を
　　開催試合結果数で除した割合のうち次のものを合致の割合とする。
　　（１）ＢＩＧ（ビッグ）
　　　　１等　１０割
　　　　２等　開催試合結果数（１４）から１を減じた数を開催試合結果数で除した割合
　　　　３等　開催試合結果数（１４）から２を減じた数を開催試合結果数で除した割合
　　　　４等　開催試合結果数（１４）から３を減じた数を開催試合結果数で除した割合
　　　　５等　開催試合結果数（１４）から４を減じた数を開催試合結果数で除した割合
　　　　６等　開催試合結果数（１４）から５を減じた数を開催試合結果数で除した割合

　　（２）ＢＩＧ１０００（ビッグセン）
　　　　１等　１０割
　　　　２等　開催試合結果数（１１）から１を減じた数を開催試合結果数で除した割合
　　　　３等　開催試合結果数（１１）から２を減じた数を開催試合結果数で除した割合
　　　　４等　開催試合結果数（１１）から３を減じた数を開催試合結果数で除した割合

　　（３）ｍｉｎｉ ＢＩＧ（ミニビッグ）
　　　　１等　１０割
　　　　２等　開催試合結果数（９）から１を減じた数を開催試合結果数で除した割合
　　　　３等　開催試合結果数（９）から２を減じた数を開催試合結果数で除した割合

　　（４）ｔｏｔｏ（トト）
　　　　１等　１０割
　　　　２等　開催試合結果数（１３）から１を減じた数を開催試合結果数で除した割合
　　　　３等　開催試合結果数（１３）から２を減じた数を開催試合結果数で除した割合

　　（５）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ Ａ組 （ミニトト エイクミ）
　　　　１等　１０割

　　（６）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ Ｂ組 （ミニトト ビークミ）
　　　　１等　１０割

　　（７）ｔｏｔｏＧＯＡＬ３（トトゴールスリー）
　　　　１等　１０割
　　　　２等　開催試合結果数（６）から１を減じた数を開催試合結果数で除した割合

　・試合当たり投票種類数
　　（１）ＢＩＧ
　　　　１試合ごとにホームチームの９０分間での「勝ち」「負け」「その他」の３種類

　　（２）ＢＩＧ１０００
　　　　１試合ごとにホームチームの９０分間での「勝ち」「負け」「その他」の３種類

　　（３）ｍｉｎｉ ＢＩＧ
　　　　１試合ごとにホームチームの９０分間での「勝ち」「負け」「その他」の３種類

　　（４）ｔｏｔｏ
　　　　１試合ごとにホームチームの９０分間での「勝ち」「負け」「その他」の３種類

　　（５）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ Ａ組
　　　　１試合ごとにホームチームの９０分間での「勝ち」「負け」「その他」の３種類

　　（６）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ Ｂ組
　　　　１試合ごとにホームチームの９０分間での「勝ち」「負け」「その他」の３種類

　　（７）ｔｏｔｏＧＯＡＬ３
　　　　１試合ごとに９０分間でのホームチーム及びアウェイチームそれぞれの得点
　　　　「０点」「１点」「２点」「３点以上」の４種類

各回共通 



別紙　４－（２）

　・合致の割合の算式において本センターが定める率
　　（１）ＢＩＧ
　　　　１等　　２５分の１９
　　　　２等　　１００分の９
　　　　３等　　５０分の１
　　　　４等　　２５分の１
　　　　５等　　２５分の１
　　　　６等　　２０分の１

　　（２）ＢＩＧ１０００
　　　　１等　　５分の３
　　　　２等　　２０分の３
　　　　３等　　２０分の３
　　　　４等　　１０分の１

　　（３）ｍｉｎｉ ＢＩＧ
　　　　１等　　２分の１
　　　　２等　　５分の１
　　　　３等　　１０分の３

　　（４）ｔｏｔｏ
　　　　１等　　１０分の７
　　　　２等　　２０分の３
　　　　３等　　２０分の３

　　（５）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ　Ａ組
　　　　１等　　１分の１

　　（６）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ　Ｂ組
　　　　１等　　１分の１

　　（７）ｔｏｔｏＧＯＡＬ３
　　　　１等　　５分の３
　　　　２等　　５分の２

　・１等の払戻金の最高限度額について本センターが定める金額
　　（１）ＢＩＧ
　　　　一口３００円に対し、３億円（加算金のあるときにあっては、６億円）

　　（２）ＢＩＧ１０００
　　　　一口２００円に対し、２億円（加算金のあるときにあっては、４億円）

　　（３）ｍｉｎｉ ＢＩＧ
　　　　一口２００円に対し、２億円（加算金のあるときにあっては、４億円）

　　（４）ｔｏｔｏ
　　　　一口１００円に対し、１億円（加算金のあるときにあっては、２億円）

　　（５）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ　Ａ組
　　　　一口１００円に対し、１億円（加算金のあるときにあっては、２億円）

　　（６）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ　Ｂ組
　　　　一口１００円に対し、１億円（加算金のあるときにあっては、２億円）

　　（７）ｔｏｔｏＧＯＡＬ３
　　　　一口１００円に対し、１億円（加算金のあるときにあっては、２億円）


